
公告 

2025年度生活クラブ共済掛金割戻し実施と割戻し金を出資金に充当するお知らせ 

2026年 6月 16日 生活クラブ生活協同組合 理事長 矢野克子  

2026年 6月 16日の第 55回通常総代会において以下の内容が決議されましたのでご報告いたします。 

2025年度共済事業剰余金の処分にあたり、2025年 4月から 2026年 3月までの生活クラブ共済掛金に対し、

4％の割戻しをします。割戻しに相当する額を、各自の出資金に充当します。  

＜生活クラブ共済割戻しを受けられる方＞ 

年度末(2026年 3月 31日)有効の共済加入者で、2026年 6月 16日(総代会当日)に生活クラブ組合員として

在籍し、かつ 2025年 4月から 2026年 3月までの間に生活クラブ共済の掛け金を支払った組合員 

＊生活クラブ共済事業規約第 75条より 
 

生活クラブ共済割戻しを実施するにあたって 

2025年度決算の結果、加入者の方々に掛金の 4％を割戻しすることとなりました。 

共済は保険とは異なり、営利を目的としない協同組合の事業として、もしもの時の保障を組合員自らつくりだしたもので

す。おおぜいがこの生活クラブ共済に参加し、取り組むことは、消費材に結集して私たちの望む消費材を作り上げていく

ことと同じです。 

割戻しができたのは、加入者のみなさんが健康で暮らせた証しでもあり、たすけあいの仕組みに参加する加入者のみ

なさんの支え合いがあればこそ、健全な運営を実現することが出来ました。この不安定な時代だからこそ、営利を目的と

しない生活者の保障が必要と考えています。神奈川の組合員がつくった独自共済“ハグくみ”は、唯一無二の県認可共

済として 1995年ステップ共済として誕生し、2026年度で 31年目を迎えます。たすけあいの共同購入運動である、生活ク

ラブ共済ハグくみの加入を進めて、たすけあいの価値を未来に広げていきましょう。 

2025年度生活クラブ共済事業報告 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活クラブ共済掛金割戻しに関しての問い合わせは、下記共済事務局までご連絡ください。 

＜共済事務局連絡先＞０１２０－２２０－０７４（月曜～金曜日 9：00～17：00） 

共済事由発生件数と給付額 （単位／件数：件　金額：千円）

基本契約 災害死亡 疾病入院 災害入院 手術

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
13 6,500 2 1,000 663 17,164 66 2,874 991 40,220

退院後サポート 災害通院

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

584 7,454 734 6,694 40 400 96 480 3,189 82,786

産後サポート 出産祝金 合計

生活クラブ共済損益計算書 生活クラブ共済剰余金処分

2025年4月1日～2026年3月31日（単位：千円） （単位：円）

科目 金額 構成比 Ⅰ当期未処分剰余金 12,653,964
共済事業収入 205,439 100.0% 　1当期首繰越剰余金 1,967,524
共済金 82,786 40.3% 　2当期剰余金 10,686,440
再保険 2,035 1.0% Ⅱ当期処分額 8,829,272
異常準備金繰入 6,170 3.0% 　1法定準備金 529,272
共済総剰余金 114,447 55.7% * 　2共済事業積立金 0

事業経費 93,484 81.7% 　3利用分量割戻金 8,300,000
　①人件費 57,302 50.1% 次期繰越剰余金 3,824,692
　②委託費 19,952 17.4%
　③物件費 16,230 14.2% 生活クラブ共済　

事業剰余金 20,962 18.3% 契約者数と加入者数(単位：人)

事業外収入 2,589 2.3% 2026年3月31日現在

事業外費用 6,794 5.9% 契約者数 12,006

経常剰余金 16,757 14.6% 加入者数 16,891

特別収入 404 0.4%
特別損失 0 0.0%
税引前当期剰余金 17,162 15.0%
法人税等 6,476 5.7%
税引後当期剰余金 10,686 9.3%
当期首繰越剰余金 1,967 1.7%
当期未処分剰余金 12,653 11.1%
*「事業経費」以下の構成比は、「共済総剰余金」を100とした比率。

※2025年度共済事業剰余金の処分に

あたり、2025年4月から2026年3月まで

の生活クラブ共済掛金に対し、4％の割

戻しをします。割戻しに相当する額を、

各自の出資金に充当します。


